
１　問題意識と本研究の目的

（１）高齢者を取り巻く社会情勢

わが国の高齢化は進む一方で、今や５人に１人

が高齢者、10人に１人が後期高齢者となっている。

その推移を見てみると、1950年には65歳以上の高

齢者人口は総人口の５％に満たなかったが、1970

年に７％を超え（国連の報告書において「高齢化

社会」と定義された水準）、1994年に至ってはそ

の倍である14％を超え、現在（2008年）では

20.8％にも達している（内閣府、2007）。今後はい

わゆる「団塊の世代」が高齢者となるため、ます

ます高齢化の比率は高まると推計されている。こ

のような高齢社会になった背景には、医療技術の

進歩や食生活・栄養状態の改善などによる平均寿

命の延伸とともに、少子化が進んで若者の人口が

減少したことが取り上げられる。

そしてまた、高齢社会となっての問題点や課題

も多くなっている。その一つが社会保障給付費

（年金、医療、福祉その他を合わせた額）であり、

国民所得に占めるその割合が急上昇している。そ

のため後期高齢者医療制度が2008年４月から施行

されるに至ったが、医療費負担が高齢者に重くの

しかかってきているのが実情である。

さらに、図１にみるように、核家族化の進行に

より高齢者夫婦だけの同居割合が多くなっている

が、そこには老老介護を強いられる現実があった

り、独居老人の割合が高いために孤独死などの問

題も避けて通れない現状となっている。
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高齢者虐待が深刻化する要因についての研究
―事例のメタ分析を用いた虐待のメカニズムの解明―

橋本和明　村木博隆　大橋稔子

これまでの高齢者虐待研究は、実態調査や量的研究を中心とした虐待の発生や要因についての分析

であった。本研究では、「事例のメタ分析」という質的研究法を用いて、虐待の深刻化のメカニズム

についての要因分析を行った。対象とした事例は、京都市長寿すこやかセンターに持ち込まれた高齢

者虐待20事例であり、「事例のメタ分析」を実施してカテゴリーを生成し、そのカテゴリー間の構造

化を図った。その結果、①虐待者および家族関係、②虐待者と被虐待者との人間関係、③被虐待者、

④関係機関、にそれぞれ特徴が見出された。その一方で、虐待の深刻化を低下させるものとして、当

事者側の要因、当事者と関係機関の連携、関係機関側の要因にその特徴が見出された。

キーワード：高齢者虐待、「事例のメタ分析」

The past studies of elder abuse was investigation into the actual conditions and factor analy-

sis of occurrence of critical abuse, which was quantitative research. This study analyzed 20 cases

of elder abuse in Kyoto City Total Support Center for Senior Citizens,  using a case-meta-analytic

method (a qualitative analytic method) and examined factors in critical elder abuse. It recognized

four categories, ①the feature of abuser and family, ②the relationship of abuser and  maltreated

person, ③the feature of maltreated person, and ④the feature of the organization concerned. On

the other hand, the factors which prevent elder abuse were found.

Key words : Elder Abuse, case-meta-analysis



このような高齢者やその家族をめぐる状況が変

化してきたことに対応するため、社会全体で高齢

者介護を支える仕組みを構築するために作られた

のが2000年４月から始まった介護保険制度であ

り、同じ年から始まった成年後見制度も高齢者や

精神障害者を対象にした判断能力の不十分な人を

保護するために制定された。しかし、わが国の高

齢社会への対応はまだまだ遅れている。
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図１　家族構成割合高齢者の男女・年齢階級別（『高齢社会白書（平成19年版）』）より）

（２）高齢者虐待の関心の高まりと従前研究での

成果

高齢者を取り巻く社会情勢の一つとして見過ご

してはならないのが高齢者虐待の増加である。こ

れは、すでに述べたように、社会の変化に伴い、

高齢者やその家族についての問題がここに集約さ

れた形で表出されたとも捉えられなくもなく、現

代の大きな社会問題の一つになっている。

高齢者虐待についての関心は、世界的にみると、

1960年代からである。その産声を上げたのがスコ

ットランドであり、高齢者が若い世代から十分に

ケアがなされていないとの問題提起がなされた。

そして、Isaacs (1971) は1966年から翌年にかけて、

スコットランドの老年科病院にいる612人につい

て研究し、重い障害や病気を持つ多くの人々の寿

命が延びたことは、家族や社会システムにこれま

でにない緊張を課すことになったと述べた。その

後、Baker (1975) が今の「高齢者虐待」の概念に

近い「granny battering」、「granny bashing」と

いう言葉を初めて使用した。同年、アメリカでは

Butler (1975) が、「虐待される老人症候群」と称

し、『老後はなぜ悲劇なのか』という本を執筆し

た。その後、イギリスやアメリカ、カナダなどの

各地で高齢者虐待についての研究が行われ、高齢

者虐待を示すものとして「old age abuse」という

用語が用いられるようにもなった。

このような高齢者虐待についての研究の歴史

は、児童虐待や配偶者虐待（「ドメスティック・



バイオレンス」と称することもあるが、本論では

特段の断りがなければ、「配偶者虐待」と記述す

る）の研究に比べてやや遅咲きであったと言える。

児童虐待について言えば、1960年代には一般に認

知されるようになってきており、配偶者虐待につ

いても1970年代には大きく社会問題として取り上

げられた。その意味では、高齢者虐待は1980年代

になりようやく登場することになったわけで、児

童虐待、配偶者虐待、高齢者虐待と10年ずつずれ

て社会に現れたと理解することもできる。

さて、日本の高齢者虐待の研究に目を移すと、

1987年に金子が『老人虐待』を出版したのが高齢

者虐待問題を社会化させたきっかけと捉えられ

る。その後、1990年代から福祉や保健、医療の分

野においてさまざまなグループが調査や研究を進

めてきたが、公的機関として高齢者虐待が取り上

げられたのは1994年の厚生省の高齢者介護・自立

支援システム研究会報告『新介護システムの構築

を目指して』が初めてであった。

その後、さまざまな高齢者虐待についての研究

がなされるが、それを概観してみると、大きく４

つに分類される。

①虐待定義や概念に関する研究

大塩（1997）、高齢者処遇研究会（1998）な

ど

②実態や実情を把握する研究

高齢者処遇研究会（1994）、高齢者処遇研究

会（1998）、高齢者処遇研究会（2000）、東京

医科歯科大学医学部保健衛生学科老人看護講

座老人虐待研究プロジェクト（1996a）、東京

医科歯科大学医学部保健衛生学科老人看護講

座老人虐待研究プロジェクト（1996b）、大阪

高齢者虐待研究会事務局（1997）、医療経済

研究機構（2004）など

③虐待要因の分析研究

上田ら（1998）、高崎（1998）など

④虐待予防と対応についての研究

高齢者処遇研究会編（1997）、大國美知子

（1997）など

以上のように、高齢者虐待の研究がしだいに進

んできてはいるが、まだまだ児童虐待の研究ほど

に活発になされているとは言えない。例えば、虐

待を受ける被虐待者の心理を取り上げても、高齢

者虐待の場合はPTSD (Post Traumatic Stress

Disorder) といった視点から論じられたものは少

ないし、被害をどう受け止めているのかという視

点にはまだまだスポットが当てられていないよう

にも感じる。また、虐待を行う虐待者の心理につ

いても、介護疲れなどのさまざまな要因が複合的

に作用しているが、それらの個々の要因を十分に

解明しているとも言いにくい。さらに、効果的な

介入や処遇のあり方についての研究も高齢者虐待

ではまだこれからといったところである。

（３）高齢者虐待防止法の制定と虐待防止への取

り組み

高齢者虐待の研究が進み、しだいに社会の高齢

者虐待についての認識が高まる中で、ようやく

2005年11月９日に「高齢者虐待の防止、高齢者の

養護者に対する支援等に関する法律」（以下、高

齢者虐待防止法）が公布され、翌2006年４月１日

から施行された。

「児童虐待の防止等に関する法律」（以下、児童

虐待防止法）が2000年５月24日に公布、同年11月

20日に施行されたので、高齢者虐待防止法はそれ

から５年遅れとなり、2001年４月13日に公布され、

同年10月13日に施行された「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関する法律」（以下、DV

法）と比べると、４年遅れとなる。

ところで、この高齢者虐待防止法が児童虐待防

止法やDV法と大きく違うところは、養護者によ

る虐待防止と養介護施設従事者による虐待防止に

分けられている点にある。つまり、高齢者の場合

は施設に入所する場合も多く、施設内での虐待の

防止をも範疇に入れることが相当であると考えら

れたためである。それ以外にも高齢者虐待防止法

が他の虐待防止法と違うところが見られるが、橋

本（2007a）はそれを比較した上、それぞれの虐

待防止法での対応の違いは虐待の定義や通告先の

違いもあって混乱を招きやすいと指摘している。

本来なら、虐待防止基本法（仮称）なるものがま

ずあって、その後に個々の虐待に対応していく法

律のあり方が理想であるが、現状では個々の虐待

防止法のすりあわせも行われていない。
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2007年に厚生労働省から出された高齢者虐待に

関する調査結果は、高齢者虐待防止法が施行され

てから初めてのものであるが、それによると、全

国の市町村で受け付けた養護者による高齢者虐待

に関する相談・通報総数は、１万8390件であった。

そのうち、91.1％に当たる１万6758件で訪問調査

等の方法で事実確認が行われた結果、市町村が虐

待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例

の総数は１万2569件であった。一方、養介護施設

従事者等による高齢者虐待に関する相談・通報総

数は273件であり、そのうち虐待の事実が認めら

れた事例は54件であった。このような数値は高齢

者虐待の氷山の一角にすぎず、表面に現れないも

のも含めると相当の数になると予想され、今後の

推移を見守っていく必要がある。

いずれにせよ、高齢者虐待防止法は高齢者虐待

の防止だけでなく、養護者の支援にとっても重要

な法律である。この法律が施行されることによっ

て、高齢者虐待の意識がしだいに社会で高まって

きていることは事実である。また、このことを契

機にして、国や都道府県、市町村、NPOなどが高

齢者虐待防止に向けた取り組みに弾みをつけるこ

とが期待されている。

（４）本研究の問題意識と目的

これまで行われた高齢者虐待の研究は、すでに

述べたように、①虐待定義や概念に関する研究、

②実態や実情を把握する研究、③虐待要因の分析

研究、④虐待予防と対応についての研究に大別さ

れるが、高齢者虐待がどのように発生し、深刻化

していくのかについての研究はまだ数少ない。そ

して、従前の研究はアンケート調査による量的研

究が中心であったため、研究結果が実態調査的な

内容であったり、ある現象を示す一つの根拠には

なるが、高齢者虐待の心理的な要因を究明するま

でには及んでいない。

例えば、虐待者と被虐待者との関係について述

べられた従来の研究結果を取り上げてみることに

する。医療経済研究機構（2004）では、ケアマネ

ージャーを対象にした調査を実施したところ、虐

待者の続柄として、息子がもっとも多く、次いで

配偶者、娘の順となるが、身体的虐待、心理的虐

待、ネグレクト、経済的虐待という虐待類型によ

って続柄の割合が違うと論じた。その後、厚生労

働省（2007）は全国調査において、虐待者は息子

がもっとも多く、次いで夫、娘の順となるという

結果を発表した。この２つの結果はいずれも虐待

者と被虐待者との続柄やそれに関連する虐待類型

については明らかにしているが、虐待者が被虐待

者との人間関係の中で、なぜそのような虐待行為

をするに至ったのかといった心理的な背景や感情

までは論述していない。

また、虐待の発生や深刻化の要因の分析につい

て研究では、上田ら（1998）、高崎（1998）が行

っているが、専門家としての知見によるところが

大きく、必ずしも科学的な手法に基づいたもので

はない。あるいは、上記の医療経済研究機構

（2004）では、痴呆や寝たきりの度合いが高くな

るほど介護疲れが高まり、虐待の深刻度は増す

（ｐ.110）、虐待の深刻度が高くなるにつれ、虐待

をしている人が介入を拒む割合が高くなる

（ｐ.103）、しかし、必ずしも被虐待者の虐待に対

する自覚が高いわけではない（ｐ.96）という興味

深い結果を発表している。しかし、この研究にお

いても、虐待の深刻化の一つ一つの要因を別の要

因との組み合わせをすることで要因間の関連を見

ているが、必ずしも総合的な見地からの要因の分

析とも言いにくい。

高齢者虐待に限らず、どのような虐待もその発

生や深刻化に至る要因は一つの要因だけで生じる

わけではなく、要因が相互に影響し合ったり、複

合的になることによって起こるのが一般的と言わ

れている。そのためには、一つ一つの要因の分析

も必要であるが、それらをカテゴリー化した概念

を抽出することによって、考察をしていくことが

重要となる。

また、逆の見方をすれば、虐待の深刻化の要因

を分析することは、虐待を防止させたり、深刻化

を低下させる要因を見つけることでもある。その

ような視点から、本論では虐待を深刻化させる要

因だけに目を向けるのではなく、虐待の深刻化を

低下させる要因についてもより積極的に見出して

いこうと考えた。

以上を整理すると、本研究の目的は、以下①、
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②、③に示す３点にまとめられ、それらを分析す

ることにより、高齢者虐待のメカニズムを解明し、

その防止のあり方を考えていきたい。

①高齢者虐待の発生や深刻化の要因を抽出し分

析する

②要因間の関係を分析する

③虐待の深刻化を低下させる要因を分析する

２　方法

（１）分析の方法

分析の方法は、質的研究法としての「事例のメ

タ分析」を用いた。

「事例のメタ分析」については、まだ一般的に

広まっていない研究法であるため、ここで筆者の

見解を少し述べたい。

「事例のメタ分析」は、「メタ分析」と次の点で

大きく違っている。

「メタ分析」とは、「分析の分析」を意味し、統

計的分析のなされた複数の研究を収集し、いろい

ろな角度からそれらを統合したり比較したりする

分析研究法である。196 0年代に社会学者の

Rosenthal, R.が、実験者期待効果に関する一連の

研究を比較研究する過程で開発した。以来、メタ

分析は徐々に改善が加えられ、今では社会行動学

を中心にかなりよく使われる手法となっている。

メタ分析の長所や問題点について、石川注）は、

「第１に、１つの研究では見失われていた小さな

関係が、多くの研究を統合することで明らかにな

る。第２に、研究を相互に比較することで新たな

視点が得られ、将来の研究の方向づけになる。メ

タ分析は他の研究者の研究データを利用するの

で、メタ分析者が研究データを誤解し、誤った結

論を導く可能性がある。異なった動機で収集され

たデータ群の中には、違った概念に同じ名前が与

えられていることもある。また、元の研究データ

が間違っていると、その影響を受けてしまうのも

問題である」と述べている。つまり、「メタ分析」

はこれまでの複数の研究から得られた結果をもと

にし、それを全体的な結論に導くための統計解析

手法を用いた量的研究法なのである。

これに対して、「事例のメタ分析」は、「ある変

数の効果が確固たることを示すことよりも臨床の

経験則（clinical heuristics）を導き、今後より詳

しく検証するための仮説やモデルを導く」（岩壁、

2005、p.156）といった質的研究法である。岩壁ら

（2002）は、この研究法を「現象を数値に置き換

えずに言葉によって捉えるエスノグラフィーをは

じめとしたさまざまな質的分析方法も科学的方法

の一つとして考えることができる。実際に、一方

まだ理論的仮説がなく、理解されていない現象を

記述し、そのメカニズムを発見するという探求的

研究も科学的研究の重要な役割である。また、理

論に基づき仮説を立て、より正確な予測を行うた

めには、まず対象となる現象をより正確に観察し、

現象の記述を行うことが必要であろう。科学は、

決して『客観性』と『普遍性』に縛られた知的作

業ではなく、一人の人間の判断による偏りを統制

するため、データの採集・分析の方法を系統化し、

明確化することによって、そこから得られる情報

に関する評価や判断を円滑化するのに非常に有効

な手段である」（p.444）と述べ、仮説検証的とい

うよりも発見志向的（discovery oriented）な作

業であると説明している。

その意味では、「事例のメタ分析」は同じ質的

研究法である「グラウンデッド・セオリー

（Grounded Theory）」と似ている。グラウンデッ

ド・セオリーはStrauss, A.とGlaser, Bの２人の

社会学者によって開発された研究法で、「ある現

象に関して、データに根ざして帰納的に引き出さ

れた理論を構築するための、体系化した一連の手

順を用いる質的研究の一方法論である」（Strauss

& Corbin、1990）。そして、これまではインタビ

ューや観察などを用いた調査研究で使用されるこ

とが多く、看護学の分野で用いられることが多か

った。本研究においては「事例のメタ分析」を行

うが、グラウンデッド・セオリーで行うコード化

やカテゴリーの生成の手順は共通するところが多

く、コード化やカテゴリーの生成に際してはグラ

ウンデッド・セオリーを参考にした。

なお、「事例のメタ分析」という手法はまだ臨

床心理学の分野では定着はしていないが、今後は

心理療法がより科学的であるとの評価を得ていく

ためには重要な分析方法であると思われる。岩壁
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ら（2002）も「心理療法において科学的研究を根

付けるのはたやすい作業ではないだろう。しかし、

臨床心理学が今後発展し、高まる社会的要請に答

えるためには避けることはできない課題である。

今後、臨床心理学の『科学』と『実践』のあいだ

のつながりを再考することが望まれる。それには

まず、さまざまな研究方法に精通し、それらの利

点や欠点について知ることが重要である。また、

臨床心理学の訓練において『実験研究』の臨床へ

の応用を検討し、臨床的問題を検証可能な研究方

法へと変換することが有効な学習と考えられる。

つまり、『臨床を科学的に見ること』と『科学を

臨床に活かす』という観点から学習する。このよ

うな過程において事例研究は貴重な資料となり、

科学的心理学の基盤を作るデータとして最重要で

ある」（p.450）と述べている。最近では、橋本

（2007b）が、この事例のメタ分析を用いて、児童

虐待の事例を分析し、虐待を加える親のパートナ

ー関係についての研究を発表している。

（２）本研究の分析対象となる事例

京都市長寿すこやかセンターでは厚生労働省の

モデル事業である「高齢者虐待防止ネットワーク

事業」を実施することになり、「高齢者虐待防止

事業実施要領」に基づき、「高齢者虐待事例研究

会」を設置した。そこでは、高齢者虐待の事例の

集積と分析を行っているが、2005年から２年間に

京都市内で発生し、事例研究会で取り上げられた

20事例を本研究の分析対象とした。分析対象とし

た事例の要約については、資料１の「事例の概要」

にまとめた。

分析対象とした事例については、以下の①、②、

③の特徴が見られた。

①　長寿すこやかセンターでは、高齢者虐待に

携わる実務者や学識経験者などを構成員として、

定期的に高齢者虐待事例研究会を開催している。

また、研究会に持ち込まれる事例は、これまでさ

まざまな関係機関が関与したものであり、研究会

にはそれらの機関に所属する専門家たちが参加す

るシステムとなっている。そのため、そこで扱わ

れる事例は、複数の関係機関が関わり、複数の専

門家による観点が含まれたものである。

②いずれの事例も、関係機関や専門家が対応に

苦慮した事例であり、それだけに虐待が深刻化し

ていると考えられる。

③養護者による高齢者虐待事例に限られてはい

るが（従って、本研究では養介護施設従事者等の

高齢者虐待は取り上げないこととする）、事例の

数も比較的多く、身体的虐待やネグレクトだけで

なく、心理的虐待や経済的虐待など虐待のタイプ

も偏りがなかった。

虐待が深刻化する要因を把握するのが本研究の

目的であるため、分析の対象とすべき事例は、虐

待が深刻化しているものに限定しなければならな

いが、上記の事例はある一定の基準に基づいたも

のであり、特定の機関に限定されず、さらにはど

の事例も虐待が深刻化していると見なすことがで

き、その意味では分析対象としては適切な事例で

あると判断できる。

（３）分析の手続き

①複数分析者の選定と合議過程

「メタ分析」においては、明確に定められた基

準に基づいて分類や評定を行い、その信頼性を数

量化して妥当性を検証する。ところが、「事例の

メタ分析」では質的な研究ではあるものの、やは

り先行研究のパラメーターを分類することが必要

で、分類のための基準が必要となる。

そのため、複数の分析者が同時に並行して分析

を行い、定期的に集まって意見の交換をしながら、

その結果を話し合って理解を深めていく。これは

分析者間の合意を統計的に求めるのではなく、話

し合いによって最も適切な答えを見つけていく

「合議制質的研究法（Consensual Qualitative

Research）」（Hill et al , 1997）であり、本研究で

もこれを採用した。このような複数の分析者の合

議的質的研究法を行う理由として、分析の偏った

視点を修正し、分析の妥当性を図り、結果をより

客観的なものにするためである。

そこで、分析者として、家庭裁判所調査官とし

て長年経験し、虐待問題を研究テーマにしている

臨床心理士の筆者以外に、高齢者虐待の専門家で、

長寿すこやかセンターの所長（男性）と社会福祉

士の資格を有する職員（女性）の共同研究者２名
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を選定した。３人の分析者は分析に際して、ミー

ティングやメールにて随時ディスカッションを行

いながら、コード化やカテゴリーの生成について

の意見を出し合った。

②コード化

分析者がそれぞれ事例を読んで、虐待が深刻化

する要因と思われる具体的箇所を抽出していっ

た。その後、その具体的箇所にコード名を付ける

という「コード化」を行った。この作業は、その

内容を同定し分類するため、記述的なコード名を

１単語や数語で名付けるのであり、そのコードは

膨大なデータから適切にその部分を拾い上げた

り、分類したりするために必要で、「取っ手

（handle）」（Strauss & Corbin 、1990）とも呼ば

れている。Strauss & Corbin (1990) は、「コード

化」について、「データを分割・概念化し、新し

い見地から再統合する一連の操作である。それは

データから理論を構築する、まさにその中心的な

プロセスである」（p.55）と述べている。

本研究では、虐待が深刻化する要因について、

後の分類作業を容易にするために、「パートナー

との関係の要因」、「虐待者および家族関係の要

因」、「虐待者と被虐待者との人間関係の要因」、

「被虐待者の要因」、「関係機関との要因」、「深刻

化低下の要因」の６つにあらかじめ分けてコード

化することとした。

分析者は、「パートナーとの関係の要因」は赤

色のラインマーカーで、「虐待者および家族関係

の要因」は青色のラインマーカーで、「虐待者と

被虐待者との人間関係の要因」は桃色のラインマ

ーカーで、「被虐待者の要因」は黄色のラインマ

ーカーで、「関係機関の要因」は緑のラインマー

カーで、「深刻化低下の要因」は橙色のラインマ

ーカーで印を付け、それぞれにコード名を付ける

ことにした。図２は実際に行った具体的箇所の抽

出とコード化の具体例である。
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＜事例１の資料からコード化を実施した例＞ 

介入経過 支 援 内 容  被虐待者及び虐待者の状況・変化 

（略） （略） （略） 

２か月後 

＜担当ＣＭと今後の取組みついて協議＞ 
娘とその夫をまじえてカンファレン 
スを開催する。 

ＴがＨを蹴ってしまい、肋骨を 
骨折させてしまった。 

娘やその夫も精神的にまいって 
きている。 

虐待者への 
過剰な説教 

夫婦そろって 
の落ち込み 

家族の疲労蓄積 
 

支

援

の

経

路

 

「パートナーとの関係の要因」は赤色のラインマーカーで「虐待者および家族関係の要因」は青色の
ラインマーカーで、「虐待者と被虐待者との人間関係の要因」は桃色のラインマーカーで「被虐待者
の要因」は黄色のラインマーカーで、「関係機関の要因」は緑のラインマーカーで「深刻化低下の要
因」は橙色のラインマーカーで、具体的な箇所にラインを入れ，それぞれにコード名を付けた。 

　一週間後、娘から連絡があり、Ｔが
Ｈを蹴ってしまい、肋骨を骨折させて
しまったとのこと。幸い軽傷ですみ、
コルセットで治ると言われている。 
　Ｈをひきとって何とかやれると思っ
ていたが、もう限界。夫も精神的にま
いってきていて、仕事にも影響しそう
な状態。 

　Hさんの話では、京都に来てか
ら娘の子とうまくいかず，私のこ
とをたたいたりする。自分で魔の
３時と呼んでいるが、孫が学校か
ら帰ってくるのがこわい。テレビ
でへんな番組をみたり、ゲームば
かりしていたり、そんなことして
いたらろくな人間にならない，と
注意するんや、とも話す。 

　デイサービスセンター利用時に
H本人と面談（担当CM同行） 
　Ｈさんから、Ｙから暴力をうけて
いるとの訴えがある。 
 
　翌日、娘の夫から担当ＣＭに電話
がある。 
　夫自身ももう限界との訴えがあっ
たとのこと。 

図２　具体的箇所の抽出とコード化の具体例



ところで、虐待が深刻化している要因と思われ

る箇所を抽出する際、「虐待の深刻化」の基準を

どこで判断するのかについてであるが、この点に

ついては、本研究の分析対象となる事例の説明で

述べたように、関係機関が対応に苦慮し、長寿す

こやかセンターの実施する研究会に持ち込まれて

いるということ自体を指して虐待が深刻化してい

ると考えられる。また、虐待の深刻化の程度や状

態をあらかじめ定め、虐待の深刻化についての評

定尺度に基づいた分類をしてしまうと、「事例の

メタ分析」を行う意味をなくしてしまう。そこで、

本研究では、高齢者虐待についての専門家である

３人の分析者が、個々の視点で虐待がどのように

深刻化していった要因を拾い上げ、時には専門家

としての深い洞察に基づいた分析をすることが重

要であると考えた。従って、虐待の深刻化につい

ての基準は個々の分析者に任せることとした。

③カテゴリーの生成

コード化された後、類似したコードを集めてそ

れらに共通したテーマや意味を抽出する作業が、

「カテゴリーの生成」（Strauss & Corbin、1990）

である。カテゴリーの生成に際して、コードの類

似性だけではなく、事例の背景を積極的に分析し

た特質を示すものを選び出すことが必要である。

この点については、Strauss & Corbin (1990) は、

分析には文献、職業上の経験、個人的な経験、分

析プロセスといった理論的感受性が重要であると

指摘し、「定期的に立ち戻って問い直す」、「懐疑

的な態度を保つ」、「調査手順を踏まえること」を

留意点に挙げている。本研究においても、事例を

単に表面的に分析するのではなく、分析者のバッ

クボーンとなっているそれぞれの職業的な知見や

経験を活かしながら分析を試み、感受性を駆使し

ながらカテゴリーの生成に努めた。また、カテゴ

リーが生成された後も、コード間の比較を続けた

り、カテゴリーとカテゴリーの相互の関係を明確

にしたりして、個々のカテゴリーの特徴を同定す

ることに努めた。

④事例間の比較

一つの事例について、コード化とカテゴリーの

生成を行った上で、それを上記の基準で選択され

た20ケースについても同様に検討した。このよう

な過程を「事例間分析（Cross-case analysis）」

（岩壁、2005）と呼ぶが、新しい事例がそれまで

の作成したコードとカテゴリーで説明可能かどう

かを調べ、必要であれば新たにコードを追加しな

がら、この手順を繰り返して分析を進めていった。

そして、カテゴリーの類似性を検討しながら、上

記に述べたようなカテゴリー相互の関係を明確化

し、より上位のカテゴリーを生成する場合もあっ

た。

そして、最後に、事例の抽出された具体的箇所

とコード、カテゴリーの整合性をもう一度検討し、

具体的箇所、コード、カテゴリーの統合性を図っ

た。

３　結果

３人の分析者が20事例について、「虐待が深刻

化する要因」と考えられる具体的箇所を「パート

ナーとの関係の要因」、「虐待者および家族関係の

要因」、「虐待者と被虐待者との人間関係の要因」、

「被虐待者の要因」、「関係機関との要因」、「深刻

化低下の要因」に分けて抽出し、それにコード名

を付け、カテゴリーを生成した（表１はその一部

を抜粋したものである）。また、表を作成する際、

虐待のタイプ別（身体的虐待、性的虐待、ネグレ

クト、心理的虐待、経済的虐待の５種類であるが、

複合するタイプも存在した）が近接するようにし

た。
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1
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
関
係

２
　
虐
待
者
お
よ
び
家
族
関
係
の
要
因

表
１
　
虐
待
が
深
刻
化
す
る
要
因
の
整
理
表

カ
テ
ゴ
リ
ー

タ
イ
プ

コ
ー
ド
名

具
体
例

A
分
析
者

B
分
析
者

C
分
析
者

パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
関
係
身
体
・
心
理
・
経
済

孤
立
傾
向
（
６
）

虐
待
者
は
独
身
で
、
地
域
と
の
関
わ
り
が
全
く
な
い

○
○

身
体
・
心
理

夫
婦
そ
ろ
っ
て
の
落
ち
込
み
（
１
）

娘
や
そ
の
夫
も
精
神
的
に
ま
い
っ
て
き
て
い
る

○
○

○
身
体
・
心
理

配
偶
者
の
不
在
（
２
）

結
婚
し
た
い
人
が
い
た
が
、
か
な
わ
ず

○
○

身
体
・
心
理

良
好
で
な
い
被
虐
待
者
の
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
（
２
）
亭
主
関
白
。
結
婚
は
親
が
決
め
た
も
の
で
不
満
で
あ
り
苦
労
し
た

○
○

身
体
・
ネ
グ

パ
ー
ト
ナ
ー
の
不
在
（
11
）

独
身

○
身
体
・
経
済

介
護
協
力
者
の
不
存
在
（
10
）

独
身

○
身
体
・
経
済

虐
待
者
の
彼
女
へ
の
貢
ぎ
（
10
）

彼
女
へ
貢
い
だ
こ
と
に
よ
る
得
火
か
ら
母
と
口
論
に
な
り
、
頭
を
縫
う
け
が
を
さ
せ
た

○
○

○
心
理
・
経
済

夫
婦
仲
の
不
和
と
家
庭
内
で
の
孤
立
（
４
）

結
婚
し
、
２
人
の
子
ど
も
が
い
た
。（
相
続
の
こ
と
で
）
妻
と
子
は
家
を
出
て
い
る

○
○

○
心
理

パ
ー
ト
ナ
ー
の
不
存
在
（
18
）

独
身

○
ネ
グ

余
裕
の
な
い
日
常
生
活
と
介
護
（
５
）

妻
を
亡
く
し
、
日
常
生
活
が
不
自
由
に
な
っ
て
、
自
分
の
こ
と
も
大
変
な
中
、
母
の
世
話
を
出
来
る
限
り
頑
張
っ
て
い
る

○
○

○
ネ
グ

妻
が
生
存
中
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
た
が
、
妻
が
入
院
し
た
と
き
か
ら
利
用
を
止
め
て
し
ま
い
、

○
○

○
ネ
グ

介
護
協
力
者
の
な
い
状
況
（
19
）

独
身
。
既
婚
歴
無
。
同
居
す
る
前
は
単
身
で
生
活

○
○

経
済

夫
婦
関
係
の
悪
さ
（
３
）

（
虐
待
者
の
）
夫
婦
仲
は
良
く
な
い

○
○

○

カ
テ
ゴ
リ
ー

タ
イ
プ

コ
ー
ド
名

具
体
例

A
分
析
者

B
分
析
者

C
分
析
者

疾
病
へ
の
不
理
解

身
体
・
心
理
・
経
済

認
知
症
の
不
十
分
な
理
解
と
ス
ト
レ
ス
（
６
）

認
知
症
の
出
現
に
よ
り
虐
待
者
が
何
度
注
意
し
て
も
同
じ
繰
り
返
し
、
虐
待
者
の
思
い
通
り
に
い
か
な
い

○
○

○
身
体
・
心
理

認
知
症
へ
の
不
理
解
（
１
）

認
知
症
に
対
す
る
十
分
な
理
解
も
も
た
ず
に
、（
被
虐
待
者
と
）
同
居
す
る
こ
と
に
し
た
娘
夫
婦

○
○

○
身
体
・
心
理

病
状
回
復
へ
の
過
剰
な
期
待
（
２
）

ド
ク
タ
ー
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
状
態
で
、
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
訴
え
、
不
満

○
○

身
体

現
実
認
識
の
欠
如
と
不
安
（
８
）

尊
敬
し
て
い
た
姉
（
被
虐
待
者
）
が
倒
れ
、
寝
た
き
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
状
況

○
○

○
身
体

被
虐
待
者
の
認
知
症
の
不
理
解
（
８
）

姉
が
認
知
症
で
あ
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
な
い

○
○

○
ネ
グ
・
心
理

認
知
症
の
不
理
解
（
20
）

病
気
に
対
し
て
の
無
理
解

○
○

○
家
族
・
親
族
と
の

身
体
・
心
理
・
経
済

途
中
か
ら
の
同
居
（
６
）

家
政
婦
を
16
年
間
し
て
い
た
が
平
成
16
年
６
月
に
虐
待
者
と
同
居
し
、
２
人
暮
ら
し

○
関
係
の
疎
遠
さ

身
体
・
心
理
・
経
済

過
去
の
親
子
関
係
の
疎
遠
（
６
）

同
居
す
る
ま
で
は
被
虐
待
者
は
虐
待
者
と
あ
ま
り
会
う
事
は
な
か
っ
た

○
○

身
体
・
心
理

介
護
ま
で
の
関
係
の
疎
遠
さ
（
１
）

こ
れ
ま
で
年
に
数
回
し
か
会
っ
て
い
な
か
っ
た
被
虐
待
者
と
同
居
を
始
め
た
こ
と
で
、
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
た

○
○

○
身
体
・
心
理

親
族
と
の
疎
遠
と
孤
立
（
２
）

兄
妹
と
は
疎
遠
で
親
族
と
の
か
か
わ
り
ほ
と
ん
ど
な
し

○
○

○
身
体
・
ネ
グ

親
族
の
非
協
力
と
家
族
の
孤
立
（
11
）

他
に
子
は
あ
る
が
、
介
護
援
助
は
な
し
。
近
隣
と
の
関
係
な
し

○
○

○
身
体
・
経
済

孤
立
し
た
家
族
（
10
）

親
族
と
も
ほ
と
ん
ど
交
流
は
な
い

○
○

身
体
・
経
済

親
族
と
の
関
わ
り
拒
否
（
16
）

「
長
女
は
病
気
の
た
め
連
絡
し
な
い
」
と
の
こ
と

○
身
体
・
経
済

親
族
と
の
絶
縁
（
14
）

姉
が
い
る
が
虐
待
者
の
こ
と
を
見
限
っ
て
い
る

○
○

心
理
・
経
済

兄
弟
間
の
非
協
力
的
態
度
（
４
）

民
生
委
員
は
長
女
（
虐
待
者
の
姉
）
に
連
絡
す
る
が
、「
放
っ
て
お
い
て
く
れ
」
と
突
き
返
さ
れ
た

○
○

ネ
グ

親
族
の
協
力
の
撤
回
（
19
）

Ｓ
氏
の
妻
よ
り
介
護
保
険
申
請
の
取
り
下
げ
の
連
絡

○
経
済

親
子
関
係
、
き
ょ
う
だ
い
関
係
の
希
薄
さ
（
３
）
長
男
は
虐
待
者
、
次
男
は
被
虐
待
者
宅
を
家
出
し
た
経
過
が
あ
り
疎
遠
、
長
女
は
他
府
県
在
住

○
○

経
済

血
縁
関
係
の
な
い
親
子
関
係
（
17
）

虐
待
者
は
幼
年
時
、
養
子
縁
組

○
○

養
護
者
の

身
体
・
心
理
・
経
済
・
ネ
グ
家
族
の
虐
待
へ
の
不
理
解
と
不
適
切
な
対
応
（
15
）
娘
の
反
対
も
あ
り
結
局
告
訴
せ
ず

○
○

き
ょ
う
だ
い
間
の
紛
争
身
体
・
ネ
グ

兄
弟
間
で
の
感
情
的
対
立
（
11
）

別
居
の
兄
、
姉
と
自
宅
土
地
の
財
産
で
確
執
が
あ
る

○
○

○
身
体
・
ネ
グ

兄
弟
か
ら
の
非
難
（
11
）

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
中
も
長
女
よ
り
長
時
間
の
電
話
あ
り

○
身
体
・
ネ
グ

行
動
力
の
な
い
家
族
（
11
）

長
女
（
虐
待
者
の
姉
）
は
虐
待
者
を
怖
が
り
、
施
設
入
所
を
口
に
す
る
が
、
具
体
的
な
動
き
に
な
っ
て
い
な
い

○
○



（１）分析者間の具体的箇所の抽出の一致率

分析者が20事例で抽出した虐待が深刻化する具

体的箇所は、「パートナー関係の要因」では 13箇

所、「虐待者および家族関係の要因」では 181箇所、

「虐待者と被虐待者との人間関係の要因」では63

箇所、「被虐待者の要因」では65箇所、「関係機関

との要因」では35箇所、「深刻化低下の要因」で

は74箇所であり、全体では 431箇所となった。３

人の分析者の抽出した箇所の一致率については、

表２のとおりである。
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表２　分析者間の一致率

３人の分析者 （一致率） ２人の分析者 （一致率） Ａ分析者＋Ｂ分析者 （一致率） Ａ分析者＋Ｃ分析者 （一致率） Ｂ分析者＋Ｃ分析者 （一致率） 

全体の要因 141/431 32.7% 310/431 71.9% 230/431 53.4% 184/431 42.7% 178/431 41.3%

パートナーとの関係 
の要因 6/13 46.2% 10/13 76.9% 7/13 53.8% 8/13 61.5% 7/13 53.8%

虐待者および家族関係 
の要因 69/181 38.1% 144/181 79.6% 117/181 64.6% 81/181 44.8% 84/181 46.4%

虐待者と被虐待者との 
人間関係の要因 25/63 41.3% 50/63 79.4% 41/63 65.1% 33/63 52.4% 28/63 44.4%

被虐待者の要因 16/65 24.6% 41/65 63.1% 28/65 43.1% 25/65 38.5% 20/65 30.8%

関係機関の要因 8/35 22.9% 16/35 45.7% 10/35 28.6% 9/35 25.7% 13/35 37.1%

深刻化低下の要因 16/74 21.6% 49/74 66.2% 27/74 36.5% 28/74 37.8% 26/74 35.1%

それによると、３人全員が一致した箇所は全体

の32.7％であり、いずれか２人が一致した箇所は

全体の71.9％であった。要因別に見ると、「パート

ナーとの関係の要因」及び「虐待者および家族関

係の要因」、「虐待者と被虐待者との人間関係の要

因」については比較的一致率が高かった。その背

景には、虐待が深刻化する要因として、上記３つ

の要因はわかりやすく、視点としても定まりやす

かったためと考えられる。

逆に、「関係機関の要因」の一致率はどちらか

と言うと低く、虐待の深刻化と関係機関の要因が

すぐには結びつきにくかったことが影響していた

と推測される。特に、分析対象とした事例はさま

ざまな関係機関から持ち込まれたものであるだけ

に、なおさら一定の視点として定まりにくかった

のかもしれない。

（２）生成されたカテゴリーについて

整理表をもとに、要因別にカテゴリーを生成し

た結果は以下のとおりである。

①「虐待者および家族関係の要因」のカテゴリ

ー

「パートナー関係の要因」では、「孤立傾向」、

「夫婦そろっての落ち込み」、「パートナーの不在」、

「協力者がない状況」、「夫婦仲の不和」などのコ

ード化がなされたが、そこから生成されるカテゴ

リーがなかったことから、「パートナーとの関係」

としてカテゴリーを作成し、「虐待者および家族

関係の要因」での大きなカテゴリーの中に含め

た。

従って、「虐待者および家族関係の要因」で生

成されたのカテゴリーは、『パートナーとの関係』、

『疾病への不理解』、『家族・親族との関係の疎遠

さ』、『養護者のきょうだい間の紛争』、『いじめや

児童虐待の腹いせ』、『社会的自立の失敗と引きこ

もり』、『過剰な責任感と柔軟さのかけた思考』、

『独自の介護感』、『介護疲労の蓄積と情緒不安定』、

『虐待の否認と認識の甘さ』、『感情コントロール

の欠如と攻撃的言動』、『歪な対人関係』、『薬物や

アルコール等への依存傾向』、『浪費と金銭への執

着』、『虐待者の精神・知的な疾患』、『暴力による

服従』の16個であった。それぞれのカテゴリーに

ついては、表３のように定義できる。
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表３　「虐待者および家族関係の要因」のカテゴリー



②「虐待者と被虐待者との人間関係の要因」の

カテゴリー

「虐待者と被虐待者との人間関係の要因」で生

成されたカテゴリーは、表４のように、『煮詰ま

りやすい距離感』、『交流の希薄さ』、『アンビバレ

ンツな感情』、『虐待者への恐怖』の４個であっ

た。

高齢者虐待が深刻化する要因についての研究

－34－

③「被虐待者の要因」のカテゴリー

「被虐待者の要因」で生成されたカテゴリーは、

表５のように、『孤独な生活と見捨てられ不安』、

『精神的不安定さと問題解決能力の欠如』、『柔軟

性のない思考』、『身体的不自由な生活』、『被虐待

者の虐待の否認と認識の欠如』の５個であった。

表４　「虐待者と被虐待者との人間関係の要因」のカテゴリー

表５　「被虐待者の要因」のカテゴリー

④「関係機関との要因」のカテゴリー

「関係機関の要因」で生成されたカテゴリーは、

表６のように、『当事者の関係機関への不満』、

『関係機関の虐待に対する意識の欠如』、『介入に

対する抵抗・拒否』、『関係機関の不適切な関わり』

の４つであった。



⑤「深刻化低下の要因」のカテゴリー

「深刻化低下の要因」で生成されたカテゴリー

は、『早期のヘルプの表示』、『緊急避難先の確保

と警察の協力』、『家族員の意思の合致』、『虐待事

実の開示と受容』、『適切な距離の確保』、『適切な

アセスメント』、『虐待者をサポートする支援者の

存在』、『ネットワークの構築』、『サービスの活用』、

『法的介入による問題解決』の10個であった。そ

の定義は表７のとおりである。
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表６　「関係機関との要因」のカテゴリー

表７　「深刻化低下の要因」のカテゴリー



４　考察

（１）虐待者および家族関係の特徴

高齢者虐待の虐待者および家族関係についての

16個の要因を分析したところ、図３のように、家

族関係に関する要因、虐待者個人に関する要因、

介護に関する要因の大きく３つに分けられる。

高齢者虐待が深刻化する要因についての研究

－36－

家族関係に関する要因 

家族・親族との関係の疎遠さ（ウ） 

養護者のきょうだい間の紛争（エ） 

パートナーとの関係（ア） 介護に関する要因 

介護疲労の蓄積と情緒不安定（ケ） 

独自の介護観（ク） 

虐待者個人に関する要因 過剰な責任感と柔軟さのかけた思考（キ） 

歪な対人関係（シ） 疾病への不理解（イ） 

いじめや児童虐待の腹いせ（オ） 

感情コントロールの欠如と攻撃的言動（サ） 

暴力による服従（タ） 

社会的自立の失敗と引きこもり（カ） 

薬物やアルコール等への依存傾向（ス） 

浪費と金銭への執着（セ） 

虐待者の精神・知的な疾患（ソ） 

虐待の否認（コ） 

図３　虐待者および家族関係の特徴

①家族関係の特徴

高齢者虐待が生じる家庭では、高齢者と養護者

が１対１の閉鎖的な関係となっている場合が多

く、東京都（2006）の調査結果では、虐待のある

世帯の類型において、配偶者による虐待がある場

合は夫婦のみの世帯に多く、子どもによる虐待が

あるは被虐待者（高齢者本人）と単身の子どもの

世帯に高率となっていると報告されている。本研

究の対象となった事例においても、養護者一人が

高齢者の介護にあたらねばならない事例（事例６

など）も多かった。その理由として、養護者には

未婚や離婚、死別のために配偶者がおらず、介護



に協力してくれるパートナーがいなかったり、パ

ートナーがいても養護者との間での紛争が絶えず

不仲であるなどの事情が見られた。これまで妻子

と同居してきたが、その妻子に家を出て行かれた

夫が一人で母親の介護をしなければならなくなっ

た事例（事例４）もあった。

また、パートナー関係だけでなく、「家族・親

族との関係の疎遠さ」や「養護者のきょうだい間

の紛争」とも関連しており、虐待者の家族関係や

きょうだい関係にどこか情緒的な交流が乏しく疎

遠であったり、紛争があって葛藤状態となってい

る状況がうかがえる。事例においては、高齢者は

元気で一人暮らしを続けてきたが、介護が必要と

なったことから、長年別居していた養護者と一緒

に住むようになった。これまで高齢者と養護者の

関係は疎遠であったため、同居をしてもコミュニ

ケーションが円滑にできないばかりか、生活のリ

ズムの違いからお互いにストレスをため込み、そ

れが虐待に発展する事例（事例１）があった。

虐待者のきょうだい関係について言えば、高齢

者を介護する者がある特定の者に限られており、

きょうだい間での協力がない場合も多い。その背

景には、きょうだい間で相続などの経済的および

心理的な葛藤や不満が大きく、高齢者の介護方針

についての意見がまとまらずにいる事例（事例５、

事例11）もあった。そんな状況であるため、高齢

者への虐待が発覚しても、きょうだいは虐待者を

恐れて関わりを持とうともせず、虐待が長期化、

深刻化していきやすい。あるいは、家の跡取りと

しての長男が高齢者の介護をすべきだとの家意識

が今もなお根強く残っていることも見逃せない。

いずれにせよ、きょうだい間の不仲の原因は金銭

や相続の問題等ばかりでなく、これまでの長い歴

史の中での感情的な対立が大きく影響している。

このようにみると、高齢者虐待が生じやすい家

族関係には、情緒的交流の希薄さや円滑なコミュ

ニケーションの不足などが存在すると指摘でき

る。また、高齢者の介護は妻や嫁といった家意識

や古いジェンダーの考えが残っている場合など、

現実とのバランスを失してしまうこともある。そ

の結果、家事や介護になれていない男性が突如と

してそれをやる立場に立たされると、知識や技能

の不足はもとより介護そのものに対する負担や不

満が倍増され、虐待に結び付きやすくなるかもし

れない。

②虐待者の特徴

虐待者の特徴に関することでは、上記①の家族

関係とも関連するところとして、対人関係の問題

が取り上げられる。

虐待者の「歪な対人関係」には、対人関係を避

けようとしたり、他者に対する共感の乏しさが挙

げられる。事例においては、相手のことを配慮せ

ずに長電話をかけてきたり、急に関係者を呼び出

すなどの自分勝手さや共感性における問題が認め

られた（事例６）。また、男性の虐待者は自宅に

来ている女性ヘルパーに対してお嫁さんイメージ

を抱いてしまうという対人面での認知の歪みが指

摘される事例（事例２）や、近隣から苦情が殺到

している深刻な対人関係の問題を抱えた事例（事

例19）もあった。

虐待者の中には、長年仕事に就かず無職状態を

続けていたり、生活保護受給の生活を続けるなど、

自立心が欠如していたり、健全な社会生活が営ま

れず自宅に引きこもっている場合もある。多額の

借金を作り、被虐待者の家に転がり込んで、昼夜

逆転の生活をしている社会的な引きこもりが見ら

れた事例（事例14）もあったが、このような事例

においては、高齢者の貯金や年金を使い込むなど

の経済的虐待も生じやすい。そして、このような

自立の失敗や引きこもりによって、ますます被虐

待者との心理的な距離感が取れなくなり、「煮詰

まりやすい距離感」を生んだり、共依存などの依

存状態を促進させてしまう結果となる。

対人関係での問題として、そこでの不満や葛藤

を高齢者虐待という形で発散してしまう場合もあ

る。事例の中には、被虐待者と同居している孫

（中学生）が学校でいじめを受け、その腹いせに

被虐待者に暴言や暴力を行ったもの（事例１）や、

過去に学校でのいじめから登校拒否になった長男

は父親から身体的虐待、母親からネグレクトを受

けた経験があることから、現在は母親に対して身

体的および経済的虐待をしているもの（事例10）

があった。このような過去の虐待もしくはいじめ

の被害者が虐待の加害者になる現象は「パワーの
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逆転」（藤岡、2001）や「被害と加害の逆転現象」

（橋本、2004）として捉えられる。つまり、虐待

でもいじめでも共通するが、被害者はそこから救

出するためにパワーという武器を使って相手との

立場を逆転させ、加害者となってしまいやすい。

これも虐待の連鎖を生む構造の一つと考えられ

る。金子（1987）は早くからこのような児童虐待

が高齢者虐待に移行する現象に着目し、そこには

力関係のパターンがあると指摘してきた。そして、

金子は虐待者と被虐待者の強弱関係から見て、

「強弱関係維持型」と「強弱関係逆転型」に分類

し、前者については「育児の段階で、親が子を過

保護に育てた場合、当然の結果として、親は、過

奉仕→仕える、となり、子は、わがまま→支配的、

となりやすく、強弱関係としては、子のほうが

『強』といえます。こうした関係が親が老人にな

るまで続き、もち込まれる」と説明し、養育期に

児童虐待をし、老年期にも逆転されることなく、

成人しているわが子を痛めつける場合や配偶者虐

待が老年期になっても出現する例を挙げている。

また、後者については、親による過干渉や児童虐

待があったが、比較的早い段階で力関係が逆転し、

家庭内暴力となったり、それが高齢者虐待にまで

移行する「早期逆転型」と、逆転の時期が遅く、

老親に弱りが目立ち始めた頃になって、過去に児

童虐待や嫁いびりをされていた者が復讐という形

で高齢者虐待の加害者に転じる「晩期逆転型」を

挙げている（p.215-220）。これに関して、高崎

（2002）もさまざまな虐待の要因から高齢者虐待

が生じると論じた上で、一つの虐待タイプに「力

関係逆転型」があることを述べている。

次の虐待者の特徴として、「感情コントロール

の欠如と攻撃的言動」や「暴力による服従」のカ

テゴリーにあるように、衝動性や攻撃性と関連し

たものが挙げられる。短気で怒りっぽい性格であ

ったり、感情のコントロールができずに衝動的な

言動に出てしまいやすい。ときには自分の思うよ

うに物事が運ばないと暴力的な言動に出たり、自

暴自棄となることもある。事例の中には、きょう

だい間でもめたときに包丁を持ち出したり、ある

ときには民生委員の胸ぐらを掴み、脅すような言

動をした虐待者もいた（事例４）。このような暴

力は、相手をそれによって服従させようとしたり、

金銭的な要求に応じさせようとするために用いら

れ、いわばコミュニケーションの一つとも考えら

れる。ただ、このような方法は決して許されるべ

きものではなく、暴力を使わなくても意思疎通が

できるコミュニケーション方法が取れれば、暴力

は収まる。事例では、「言うことを聞かない高齢

者が悪い」とその暴力を肯定したり、自己の行為

を正当化するものがあった。これらの高齢者虐待

は、高崎（2002）の言うところの「支配関係維持

型」に他ならない。

なお、虐待者の特徴として注目しておきたいの

は、「薬物やアルコール等への依存傾向」や「浪

費と金銭への執着」である。薬物にしろアルコー

ルにしろギャンブルにしろ、いずれにも共通する

のはそれに耽溺してしまう依存性にある。つまり、

当初は少量でも満足していたものが、しだいに多

くの分量の刺激を摂取しなければ満足が得られな

くなり、それにのめり込んでいく。これらは嗜癖

（アディクション）とも呼ばれるが、虐待そのも

のもこの嗜癖の一種と捉えることができる（中井、

1992）。そして、アディクション社会の病理の中

で高齢者虐待が生じていると考えられ、それは児

童虐待や配偶者虐待とも共通する視点とも言える

（安藤、1995、橋本、2007a）。

事例においては、過剰な飲酒により、家事や介

護ができなくなってネグレクトや攻撃的言動がひ

どくなる場合もあった（事例16）。その事例にお

いては、飲酒が虐待という結果となりがちである

が、そもそも何か困難があるとその問題を自ら解

決せず、薬やアルコール、ギャンブルなどに逃避

してしまうという依存性の高さにも目を向けるべ

きである。つまり、依存性は虐待の原因にも結果

にもなり、両者が悪循環となって虐待の深刻化の

度合いを進めていくのである。この依存性に関し

て言えば、宗教への強い依存を示す事例（事例20）

もあり、あらゆることをその宗教に頼ろうとする

ことから主体性を持てなくなり、現実解決ができ

なくなっていった。

依存性については、パートナー関係や家族関係

などの対人関係面とも強い関連があると同時に、

共依存のような虐待者と被虐待者との密着した強
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い依存関係を招くことも珍しくない。斎藤（2000）

は、親子や夫婦間の共依存に着目し、特にアイデ

ンティティの確立ができていない家族において、

病的な密着した家族関係からアルコール依存症や

虐待などが起きやすいと指摘している。この点に

ついては、すでに述べたように、高齢者虐待が深

刻化するカテゴリーの一つとして「社会的自立の

失敗と引きこもり」が挙がっていることからも裏

付けられる。また、このような共依存に金銭への

執着という要因が加わると、被虐待者のお金も自

分のお金として認識したり、高齢者を強引に借金

の保証人にさせたりすることも生じやすくなる。

それらの経済的虐待の発展を防止するには、成年

後見制度の利用や地域福祉権利擁護事業の活用な

ど、法的な枠組みを視野に入れた関わりが必要に

なることもある。

それ以外の特徴として、虐待者には精神的もし

くは知的な疾患が挙げられる。従前の調査研究で

も虐待者にこのような障害が見られることを指摘

する者も多く（O’Malley、1983、高崎、2002、高

崎、2005、東京都、2006）、知的障害や精神障害

があるため、適切な養介護にならず、深刻な虐待

にまで発展することもある。本研究の事例には、

虐待者自身も高齢となり、認知症などの疾患を持

っていたり、知的障害や統合失調症、脳梗塞によ

る後遺症などにより、虐待の自覚がないまま虐待

行為が繰り返されている事例（事例８、事例９、

事例11、事例12）があった。

ところで、虐待者には自分が行っている虐待を

認めなかったり、その認識の甘さが指摘される事

例が多い。このような背景には、虐待者は自分の

介護が適切であると考えるため虐待に対する認識

に欠けていたり、虐待と認識はしているものの、

自分の行為を正当化することが考えられる。特に、

経済的虐待の場合などには、被虐待者から金銭管

理を任されているとの虐待者の認識があったり、

「高齢者本人が自分のお金を使ってくれたらいい

と言ってたから」と高齢者の金銭を持ち逃げして

も反省の態度もなく弁明する（事例13）など、虐

待の認識がより乏しいものとなりがちである。高

齢者虐待での虐待の否認については、東京都

（2006）の調査では、虐待者の45.2％が虐待に自覚

がなかったと報告しており、医療経済研究機構

（2004）の調査では、さまざまな種類の虐待が複

合している場合は虐待への自覚は高くなるが、身

体的虐待のみのケースやネグレクトのみ、または

これに経済的虐待が加わったタイプでは自覚が極

めて低いとの結果となっている。橋本（1996）は

虐待の否認には、「虐待事実の否認（虐待を行っ

たこと自体を認めない）」と「虐待概念の否認

（虐待を行った事実は認めても、それを虐待であ

るとの認識がない）」の２種類があるとしている

が、高齢者虐待の場合は、「虐待概念の否認」が

多いように感じる。その理由として、児童虐待と

は違って、高齢者虐待の場合は介護中に起きた偶

然の出来事か故意の暴力か区別がしにくいこと、

ネグレクトにおいても高齢者のある程度の自立度

や意思が多分に影響され見分けがつきにくいこ

と、経済的虐待の場合では生活を共にしていると

きはどこからが虐待なのか判断しにくいことなど

が挙げられる。そのため、どちらかというと、虐

待の事実よりも虐待の概念に対しての否認となり

やすい。

③介護に関する特徴

介護に関する特徴として、まず一つは、「疾病

への不理解」が見られる。この中には、養護者が

高齢者の認知症という症状を理解していないがた

めに、必要以上に介護に負担を感じたり、病気が

改善されると信じて医師に過剰な期待をしてしま

う場合が見受けられる。そのような事態に陥りや

すい背景には、高齢者の特性をしっかり理解でき

ていなかったり、高齢者をありのままに受け入れ

られず、生活能力が備わっていた頃の過去の高齢

者として扱ってしまうことが考えられる。事例で

は、治療が進めば認知症は完治するものと考え、

ドクターショッピングを重ね、それでも症状の改

善が見られないために医療機関への不満を蓄積し

ている虐待者がいた（事例２）。また、物忘れな

どの認知症による高齢者の言動の奇妙さを本人の

身勝手さだと受け止め、自分の思い通りに高齢者

を従わせようとすることが虐待行為となってしま

う事例（事例６）やこれまで尊敬していた姉（被

虐待者）が倒れて寝たきりとなった事態が妹（虐

待者）には受け入れられず、認知症が進む姉の能
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力や感情の低下を認めたくない気持ちから、スパ

ルタ式の介護をした結果が虐待となった事例（事

例８）もあった。

このような疾病への不理解が養護者の過剰な責

任感や柔軟さの欠けた考え、介護観に結びつきや

すくなる。また、養護者の対人関係面での希薄さ

もあってか、介護についての助言者や援助者の存

在が見あたらないことも背景には大きい。つまり、

介護サービスなどを利用しようとせず、自分一人

で高齢者の問題を抱え込んでしまい、その結果、

ストレスが高まって情緒不安定となり、適切な高

齢者との関わりを見失っていく。事例においては、

「昔の元気な母を復活させたい」と毎日高齢者を

病院に連れて行ったり、自らが考えたリハビリ方

法で治療をするなど献身的ではあるものの、スト

レスが高じて現実性にかけた介護となり、虐待通

報を受けたもの（事例２）がある。また、「親が

子どもをしつけるのと同じだ」と高齢者を殴る、

叩く、蹴る等の暴力を振るって介護をしようとし

たり、「厳しくないと高齢者が甘える」とスパル

タ的な介護を肯定する虐待者もいた（事例６、事

例11）。しかし、そのような独自の介護観は、高

齢者の人権を損なったものとなりやすく、関係機

関からの援助や指導への大きな抵抗となりやす

い。さらに、事例では、養護者は高齢者にその能

力がないことを知りながら、「本人に任せてある

から」と服薬の管理を高齢者にさせたり（事例20）、

高齢者が徘徊をしないようにドアにチェーンをか

けて家に長時間閉じ込めておくなどというものも

あった（事例19）。

養護者の介護へのストレスや不満が高まり、そ

れが身体的虐待へと表出する場合もあるが、逆に、

介護放棄としてネグレクトに結び付く場合も見ら

れる。これは高齢者の自立が困難となり、介護の

必要性が大きくなるほど増大する。

以上のように、養護者が高齢者の疾病や特性を

十分に理解しておらず、自分勝手な思考や思い込

みで介護をするものの事態は改善されず、疲労や

ストレスが蓄積して情緒不安定となって、それが

虐待の深刻化につながる虐待のタイプは、高崎

（2002）の指摘する「介護負担型」に他ならない。

そして、このような虐待の背景には、先に述べた

虐待者の家族関係の希薄さや依存性の高さ、社会

性の乏しさなどという家族関係の特徴や虐待者の

特徴が密接に絡み合っていることも見逃せない。

（２）虐待者と被虐待者との人間関係の特徴

虐待者と被虐待者との人間関係の特徴は図４の

ように示されるが、それについては以下のことが

言える。

①依存関係

虐待者と被虐待者との人間関係の特徴の一つと

して、互いの距離感がつかめず、すぐに「煮詰ま

りやすい距離感」になってしまうことが挙げられ

る。高崎（2002）の「関係依存密着型」と類似す

るもので、虐待者の依存性の高さがこのような関

係を生んでいるとも理解できる。

また、このような距離感の近さや共依存の状態

に陥ってしまいやすい別の理由として、虐待者と

被虐待者は他の親族や近隣との付き合いがほとん

どない中、２人暮らしといった閉鎖的な人間関係

で生活していることも考慮せねばならない（事例
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２、事例７、事例９、事例10、事例11、事例16）。

また、医療経済研究機構（2004）の調査では、虐

待者と被虐待者の接触時間の長さが虐待の発生と

も関連していると指摘しており、その調査では

「日中も含めて常時」の接触時間である場合は全

体の虐待の51.5%（回答は担当ケアマネージャー）

にもなると報告している。これらの結果は介護負

担の増大が虐待を深刻化するとも捉えられるが、

虐待者と被虐待者の接触の長さが「煮詰まりやす

い距離感」を生むとも理解できる。

特に、両者の関係に依存性の高さが見られる場

合はなおさらその傾向が助長される。長年過保護

に養育され母子密着が顕著な事例（事例２）にお

いては、被虐待者である母親は夫とはあまり心が

通じ合わず、唯一、息子だけが夫婦のかすがいの

存在であった。そんな息子は母親の介護を献身的

に行うが、回復への過剰な期待が消失するにつれ、

逆に介護疲れが増大し、虐待がエスカレートして

いった。一方、母親は息子に世話にならなくては

ならないことを申し訳なく思い、虐待者である息

子をかばう発言を繰り返していたため、虐待がま

すます深刻化していった。別の事例では、被虐待

者が施設入所をしたり、虐待者と別居することに

なるならいっそうのこと自殺をすると述べる虐待

者もあり、虐待者と被虐待者との距離が保てない

親密な関係自体が問題になっている事例（事例９、

事例18）もあった。

一方、被虐待者側においても、虐待者に対する

過去の罪障感や自分の接し方が悪かったとの自責

の念を持ったり、遠慮や肩身の狭さを感じ、虐待

や不適切な関わりをされても文句を言わない事例

（事例２、事例10、事例15）があった。

これらの事例では、虐待者と被虐待者が共依存

関係となって、外には見えぬまま虐待が深刻化し

ていきやすく、虐待者も被虐待者も虐待への自覚

がないことが多い。

②関係の希薄さ　

依存関係とはまったく対極には、交流が乏しく、

双方の関係の希薄さが虐待を深刻化する要因にな

っていることも見逃せない。事例においては、介

護が必要になるまでは高齢者と別居生活をしてい

た場合がこれに該当しやすい（事例１、事例18、

事例19）。中には、「母親というよりも叔母という

感覚」というように親子関係の構築もしっかりで

きていない希薄な関係のもとで虐待が生じている

ものもあった（事例19）。

関係の希薄さの点では、認知症との関係も指摘

できる。つまり、虐待者と被虐待者の過去の関係

の希薄さもさることながら、被虐待者の認知症が

進行する中で、健忘が多くなり、共感力が低下し

てしまって意思疎通が思うように図れなくなる場

合もある。その際、養護者側に高齢者の気持ちを

察したり思いやったりする高い共感力がなけれ

ば、二人の関係は一方通行となり、関係そのもの

が希薄になってしまう。このような共感力が持て

るか否かは、認知症が発症する前の虐待者と被虐

待者との関係とも大いに関連するところである

が、いずれにせよ、夫婦や親子の関係の希薄が虐

待に直結していることは事実である。

なお、経済的虐待の事例などは、金銭的なつな

がりだけが全面に出され、情緒的なつながりがな

い場合も見受けられる（事例17）。

③アンビバレンツな関係

上記の依存関係とも関係の希薄さとも違って、

激しい愛憎が入り交じったアンビバレンツな感情

が虐待を深刻化させている場合もある。このよう

な場合、被虐待者は虐待者に対して、逃げたい、

離れたいなどの否定的な感情を抱くと同時に、頼

りたい、一緒にいたい、（虐待者が）可哀想とい

った肯定的な感情が混在している（事例14、事例

15、事例18）。被虐待者にこのようなアンビバレ

ンツな感情があるがため、虐待者との適切な距離

が取れず、気持ちが大きく揺らぎ、将来に向けて

の方向性を定めきれないことが多い。

虐待者の方でも、介護の負担が大きいために高

齢者を施設に入れたいと考える反面、高齢者がい

なくなると寂しいといった気持ちが混在してい

る。虐待者の方でも、方針が決められないで悶々

とした生活を続けている中、虐待が生じてしまう

事例（事例６）があった。

④トラウマ的関係

被虐待者は虐待者の暴力等により、脅えや恐怖

を強く感じており、それが震えやパニック状態、

身体的な徴候に出るなど、虐待者との関係そのも

花園大学社会福祉学部研究紀要　第１７号　２００９年３月

－41－



のに苦痛を感じている。このような関係を「トラ

ウマ的関係」と呼ぶこともでき、虐待が何度も繰

り返され、長期化されてきた場合は複雑性PTSD

となって、被虐待者の心情はさまざまな感情で加

工されたり、凍結されたりしている場合が多い。

PTSDの診断基準（DSM-Ⅳ-TR）として、「侵

入と再体験」、「回避と麻痺」、「過覚醒」の３つが

挙げられる。事例の中には、虐待者の声を聞くだ

けで心臓に痛みが出るなどの精神的苦痛を感じて

いる被虐待者がいたり（事例15）、虐待者への恐

怖のあまりに、家に帰りたくないと泣き崩れ、震

えが止まらずパニック状態に陥る被虐待者もいる

（事例６）など、虐待のことが何度もフラッシュ

バックして想起されたり、その時のイライラ感や

不安を鮮明に残している場合もある。逆に、恐怖

心が強いために、虐待者への感情を素直に表出す

ることができず、虐待のことに触れるのを嫌がり、

意思表明を曖昧にしたり、親密さを装う態度を取

ってしまうこともある。事例においては、虐待者

への恐怖心は相当に高いものの、「今は暴力を受

けていないのでそっとしておいてほしい」とその

ことに触れたがらない被虐待者もいた（事例14）。

ただ、児童虐待もしくは配偶者虐待においては、

被虐待者が陥りやすいと言われるPTSDについて

の理解がかなり浸透してきているが、高齢者虐待

に限ると、専門家はそれを正確に理解して事態に

対処できているとまでは言い切れない。例えば、

虐待の事実について関係者が高齢者に尋ねても記

憶がなかったりすることがよくあるが、その際、

認知症によるものか、強い精神的苦痛を回避する

ための解離なのか判断しにくいこともある。その

ためには、上記のようなPTSDの大きな特徴を頭

に入れながら高齢者に対処していくことが今後は

より求められる。

（３）被虐待者の特徴

被虐待者の特徴については、図５のように、情

緒・心理的要因、身体的要因、社会的要因として

まとめることができる。

①情緒・心理的な特徴

事例においては、被虐待者は配偶者との離婚や

死別、子どもとの別居などでこれまで一人暮らし

をしてきたものが多い。高齢白書（平成19年版）

によると、65歳以上の一人暮らしの高齢者の増加

は男女共に顕著であり、2005年では高齢者人口に

占める割合は男性9.10％、女性19.7％となってお

り、今後も一人暮らしの高齢者は増加が続くこと

が予想されている。

本研究の事例においては、高齢となって援助が

必要となり、住み慣れた場所を離れて養護者と暮

らすために転居してきたため、近隣との関係が疎

遠な事例が多く見られた（事例１、事例13、事例

14）。また、高齢者が歩行の困難さなど身体的に

不自由であるため、頻繁な外出ができずに家に閉

じこもりがちとなり、孤独感や見捨てられ不安を

増大させやすい。社会との交流が乏しく、夏でも
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身体的不自由な生活（（エ） 

情緒・心理的要因 
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柔軟性のない思考（ウ） 

精神的不安定さと問題解決能力の欠如（イ） 

社会的要因 

被虐待者の虐待の否認（オ） 
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戸を閉め切っている事例（事例19）もあった。

このように、被虐待者の喪失感や人間関係の希

薄さのよる孤独な生活は疎外感や見捨てられ不安

につながる。そして、被虐待者には、精神症状や

情緒の不安定さがある場合も多く、不安障害、鬱

病、統合失調症、認知症などが出現し、幻覚、物

忘れ、不安が激しくなっていることもある。認知

症については、東京都（2006）の調査で、全事例

の約７割が認知症もしくはその疑いがあると報告

しており、「認知症あり、介護必要」の事例では、

「高齢者本人の認知症による言動の混乱」の要因

が加わると、全体の６割以上の事例で認められる

と述べている。認知症以外にも、情緒不安定がひ

どくなると、パニック状態になり、自傷行為、自

殺未遂、自暴自棄などの言動が伴うこともある。

これらについても認知症と同様に、虐待者を刺激

し、虐待を誘発したり深刻化させたりする要因に

もつながる場合がある。言いかえれば、被虐待者

の精神症状や情緒の不安定さが虐待者のストレス

となり、そこに虐待の悪循環を生じさせてしまう。

事例では、被虐待者は興奮状態となって、「殺し

てくれ」と叫び、髪をむしる、耳を引きちぎろう

とするなどの自傷行為をしたり、うつ状態となっ

て睡眠薬を大量に飲んで自殺未遂を図ったり、認

知症が急速に進行して物忘れや失見当状態が激し

くなるもの（事例６）もあった。

このような被虐待者の精神的不安定さがあるた

め、物事を客観的に判断したり、先の見通しを持

った計画的な行動が取りにくく、結果的には問題

解決能力が低下してしまい、ますます事態の悪化

を招いていくとも言える。事例の中には、長男の

経済的虐待をどのようにしていいかわからず、問

題解決を諦めていた母親の被虐待者（事例３）も

いた。

さらに、被虐待者の問題解決能力の低さと関係

する特徴には、被虐待者の柔軟性のない思考が挙

げられる。被虐待者は自分の考えに固執し、物事

を一面的にしか捉えられず、状況に応じた対処が

できないために、ますます円滑な対人関係が図れ

ないという事態を招く。事例においては、高齢者

である被虐待者は孫である虐待者に対して、自分

の価値観を押しつけようとすることが多く、孫は

それに嫌悪感を抱いており、祖父に対して攻撃的

となり、それが虐待となったものがある（事例

１）。

②身体的要因の特徴

被虐待者の中には、骨折や脳卒中などが原因で

半身麻痺となったり、歩行困難などの身体的な不

自由さがある人が多かった。行動範囲が非常に限

定されるといった被虐待者の身体的要因の特徴も

虐待を深刻化させるものとして挙げられる。

高齢になるほど、転倒をして骨折することが

多くなったり、脳梗塞などで半身不随となって寝

たきりの生活を強いられることも多い。歩行が可

能で身辺自立ができていた時期までは、情緒的に

も落ち着いていたが、寝たきりとなって行動範囲

が限られてくると、気分的にもふさぎ込んだり、

認知症が急速に進行する事例も見受けられる。同

時に、身体的な不自由さが増すと、養介護者の負

担も増大し、介護疲れやストレスといったことが

虐待の深刻化を招く要因にもなる。

医療経済研究機構（2004）の調査では、痴呆の

程度、または寝たきり度が高くなるほど、身体的

虐待、ネグレクトが高い割合で見られ、虐待の深

刻度が増すと報告しているが、これは上記のよう

な理由があるためと考察される。

③社会的要因

虐待を深刻化する社会的要因として、被虐待者

の虐待の否認と虐待への認識の欠如が挙げられ

る。

被虐待者は虐待の知識不足や思考能力の乏しさ

もあり、虐待者からされている行為を虐待と認識

していなかったり、虐待と感じていても、虐待事

実を隠したり、ごまかすなど虐待の否認が見られ

る。

虐待の否認については、虐待者についての特徴

でも取り上げたが、被虐待者の特徴にもなってい

る。事例の中には、虐待者からの身体的虐待の怪

我を「廊下でこけた」と否認したり、痣を隠そう

とする者もいた（事例10）。また、虐待行為を介

護の延長だと誤った思いこみをしている事例（事

例13）も少なくなく、特に認知症などの疾患を持

っている高齢者にはその傾向は強かった。ただ、

医療経済研究機構（2004）の調査では、寝たきり
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度が高くなるほど、虐待に対する自覚のある被虐

待者の割合は減少傾向にあるが、寝たきり状態に

ある被虐待者であっても、約４割の被虐待者に虐

待されている自覚があるとの結果を示している。

つまり、高齢者虐待の場合には虐待のことを隠そ

うとする「虐待の否認」というメカニズムと、虐

待をされていることを認知しているかどうかの

「虐待の自覚」という概念は違った要因として分

けて取りあげていく必要がありそうである。

（４）関係機関についての特徴

関係機関の要因については、図６のように、関

係機関側の要因と当事者側の要因に大別すること

ができる。

①関係機関側の要因

虐待を深刻化させる関係機関側の要因には、

「関係機関の虐待に対する意識の欠如」が何より

も大きく取り上げられる。高齢者のケアの専門職

であっても、「まさかこんなことまでしないだろ

う」といった認識の甘さが虐待に気づかなかった

り見逃してしまい、深刻化とつながりやすい（事

例２、事例16）。これは、関係機関側の虐待の否

認であるとも言え、否認は虐待者や被虐待者に限

ったことではないことを知っておく必要がある。

また、虐待という概念や知識をしっかり持ち合わ

せていないと、事態を曖昧なまま推移させたり、

当事者の虐待の否認を崩せず、適切な介入の機会

を逃してしまうことにもなる。つまり、虐待に対

するアセスメントの技法をしっかり身につけてお

くことが大切で、アセスメントとモニタリングの

不十分さが事態の悪化に気づかない事例（事例７）

もあった。認識の甘さが、「生命の危機には至っ

ていない」と安易に判断させ、緊急介入の時期を

逸して、最悪な事態を招くことも考えなくてはい

けない（事例14、事例19）。

上記の虐待への認識の甘さは、「関係機関の不

適切な関わり」へとつながる。不適切な関わりに

は、関係機関が情報の共有を十分にしなかったり、

どの機関もそのケースの進行をコーディネートす

ることをせず漫然と動いていたり、カンファレン

スが適切に行われないなどの問題点が見られた

（事例１、事例８）。

また、関係機関や専門職が虐待者を否定的に見

てしまうため、虐待者の気持ちや介護への負担感

に専門職が共感できず、双方の関係が悪化してし

まうこともある（事例４）。

当事者を取り巻く親族や地域には、キーパーソ

ンとなる人物がいることも少なくないが、虐待通

告者の保護や秘密の保持が十分に守られていない

場合など、ケースへの協力や援助が得られず、逆

に介入への抵抗となることも見られた（事例16）。

さらに、契約や手続きの進行が当事者の十分な

理解を得られないまま進められることから、関係

機関は当事者から不信感を招くこともあった（事
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例６、事例13）。

以上のような関係機関側の問題が虐待の深刻化

を招くこととなるため、専門職は常日頃から介入

の技法の構築や関係機関同士の連携を図っておく

ことが必要である。

②当事者側の要因

当事者側の要因としては、当事者の行政や関係

機関、ケアマネージャーに対する不満がある。そ

のことが関係機関の援助や介入への抵抗となり、

虐待の深刻化を招いてしまう。

それらの不満の背景には、介護保険制度やその

他のサービスへの不満、ケアマネージャーなどを

はじめとする専門職の態度への不信感となって表

出されることもある（事例２、事例６、事例18）。

虐待が生じやすい家族関係では、閉鎖的な家族

観があり、社会との接点を見失っている場合も多

い。そこで、虐待からの回復を目指すには、関係

機関や地域の働きかけによって家庭の中に社会か

らの新鮮な風を送り込まねばならないが、すでに

指摘した虐待者や被虐待者の閉塞した対人関係や

社会性の欠如などの問題があるために、その実現

はなかなか容易ではない。

また、当事者の中には、家の中に他人が入って

くることへの抵抗感が強い人も少なくない。そし

て、「虐待は家の恥」として、それが外部に漏れ

ることを極端に嫌がり、援助を求めなかったり、

関係機関の介入に対する抵抗や拒絶、介護サービ

スさえも受け入れようとしない事例（事例９、事

例11、事例18）もあった。その中には、「家族間

のトラブルに第三者が勝手に介入して事態を大き

くし家庭を崩壊させる」と認識したり（事例18）、

「自分の家に他人が踏み込むことは、自分の城を

乱されるようだ」と嫌悪感を訴えるものがあった

（事例５）。そのような介入への抵抗や拒否が、ま

すます風通しの悪い家庭環境となったり、虐待者

と被虐待者の間が「煮詰まりやすい距離感」とな

ってしまう。

（５）虐待の深刻化低下についての特徴

虐待の深刻化低下についての特徴として、図７

に示すように、当事者側の要因、当事者と関係機

関の連携、関係機関側の要因に大きく分けて考察

できる。

①当事者側の要因

当事者側の要因として、被虐待者だけでなく、

虐待者、親族などから早い段階で関係機関に具体

的な支援の要求や明確な意思表示が出されている

ことが挙げられる。つまり、虐待に至らない前に、

仮に虐待に至ったとしても早期の段階で、介護負

担のしんどさや不満等を表出することが何らかの
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早期のヘルプの表示（ア） 虐待事実の開示と受容（エ） 

家族員の意思の合致（ウ） 適切な距離の確保（オ） 

当事者と関係機関の連携 関係機関側の要因 

緊急避難先の確保と警察の協力（イ） 虐待者をサポートする支援者の存在（キ） 

サービスの活用（ケ） 適切なアセスメント（カ） 

法的介入による問題解決（コ） ネットワークの構築（ク） 

図７　虐待の深刻化低下について特徴



援助に結びつけられるきっかけとなる。

事例の中では、被虐待者が定期訪問をしている

民生委員に「助けてほしい」と訴えたことがきっ

かけとなって、虐待の介入につながったものがあ

った（事例11）。また、虐待者が「もう限界」と

介護ストレスの限界を意識し、周囲に協力や支援

を求めたものもあった（事例１）。このように、

虐待者や被虐待者が早期のヘルプの意思表示をす

ることは何よりも虐待対応には大切である。同時

に、関係機関や専門職はそのような当事者のヘル

プを見逃さないためにも、常日頃からの高齢者家

族との関係作りや地域ネットワークの構築に心掛

けていくことが重要となる。

上記のような当事者のヘルプを表示するために

は、虐待であることの認識を持つことが必要とな

る。しかし、虐待の否認が障害となって、そこに

行きつかないこともしばしば見受けられる。虐待

についての否認を乗り越え、虐待を内にこもらせ

ることなく、関係者にありのままに開示されると、

関係者側でも介入がやりやすくなる。言ってみれ

ば、これまでの閉鎖的な家族間のコミュニケーシ

ョンに風穴を通すことで、問題解決が生まれるこ

ととなる。事例の中には、虐待者（息子）がイラ

イラして高齢者に手を上げそうになってきたら、

ケアマネージャーに電話をかけて自分の気持ちを

素直にはき出すことができるようになり、被虐待

者（母親）も「息子が叩いたり、ののしったりし

てかなわない」と虐待者がいる前でも虐待事実を

言うようになって、虐待がなくなったものもあっ

た（事例２）。

高齢者虐待に限らず、すべての虐待は「否認の

病い」であると言え、否認の克服こそが虐待の改

善につながる。それには虐待をしていること、あ

るいは虐待をされていることを認めることが大前

提であり、虐待の連鎖はそこから防げる。反対に、

虐待の否認が強く、それが介入への大きな障害と

なっている場合は、どこかで法的な介入を念頭に

おきながらその否認に対峙していく姿勢が関係機

関側には求められる。

それ以外の虐待の深刻化の歯止めになる要因と

して、虐待者や被虐待者、その他の家族が養護方

針などについての意見の合致が認められているこ

とが挙げられる。親子やきょうだい、夫婦が高齢

者の介護方法や施設入所等について話し合い、そ

の方向性が定まることが虐待を防止する重要なポ

イントとなり、逆に言えば、家族間の意見の不一

致や話し合いの不十分さが、虐待の悪化を招くと

も考えられる。

そもそも虐待が生じる家族には、上述したよう

に、家族関係が疎遠であったり、紛争があること

が多い。そのため、問題があっても家族が話し合

いのテーブルにつくことは少なく、解決に向けて

方向性を見出しにくい。特に、高齢者虐待の場合

は長年にわたって家族間に紛争の歴史があること

が多く、関係の変化を家族員に求めることは容易

ではない。そのため、家族の中にキーパーソンと

なる人物を見つけたり、関係機関や専門職がコー

ディネートしながら、方向性の合致を図るように

調整していくことが重要である。

そして、何よりも直接的な深刻化防止の要因と

して、虐待者と被虐待者の間に適切な距離をおか

せることである。もっともわかりやすい例として

は、被虐待者を虐待者から分離させ、施設等で保

護することである。

このようなことが必要な理由は、虐待者と被虐

待者には「煮詰まりやすい距離感」があるだけに

共依存となってしまったり、お互いの関係を客観

的に見られなくなる事態に陥りやすいためであ

る。双方が物理的にも心理的にも適切な距離を確

保することが虐待をこれ以上悪化させないために

も大切である。事例においては、被虐待者の身柄

保護のために虐待者に被虐待者の入所施設を教え

なかった事例（事例６）や定期的なショートステ

イを利用することで、一人で生活することやお互

いに距離を取る練習をした事例（事例10）などが

あった。

②当事者と関係機関の連携

虐待者には自立に失敗して社会から引きこもっ

たり、人との交流に苦手である人が多い。また、

被虐待者は身体的な疾患などもあって、家に閉じ

こもりがちとなる。そのような密室の状況の中で

虐待が生じてしまうが、虐待を防止したり改善す

るためには、家庭と社会のつながりが重要である

ことは言うまでもない。そのためには、次の３つ
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の視点が欠かせない。

まず一つは、被虐待者が緊急に避難できるシェ

ルターや警察などの機関が用意され、近隣にはす

ぐに対応や協力をしてくれる援助者がいてくれる

どうかという視点である。事例においては、110

番通報をして警察の保護を求めた事例（事例11、

事例14）や警察や通所介護施設、近隣や民生委員

の家に逃げ込んだ事例（事例４）があった。この

ように、緊急事態になった際に被虐待者が避難で

きたり、逃げ込める場所があることは、虐待の深

刻化の防止につながる。

二つ目には、社会的なサービスを活用する視点

である。被虐待者が家に閉じこもらず、デイケア、

ショートステイ、医療、訪問看護などのサービス

を活用することによって、社会とのつながりを欠

かさないようにする工夫が大切である。そのよう

なサービスの活用によって、養護者の介護負担を

軽減させたり、仮に虐待があっても早期に発見や

支援につなげられる利点もある。

三つ目には、法的介入によって問題を解決する

視点である。判断能力が低下している高齢者への

経済的虐待などに対応するには、成年後見制度

（事例８、事例10、事例13、事例17）、地域福祉権

利擁護事業（事例10）を活用して被虐待者の保護

を図ることを考えなくてはならない。また、それ

以外にも、自己破産宣告（事例10）やDV法（事

例15）の適用など法的な手段を使って膠着した事

態の収拾を図ることも検討しなければならないこ

とがある。

法的介入はあくまで最終手段だと考えている関

係機関や専門職が意外と多いが、虐待の深刻化を

早期に防止するためには、一つのアプローチだけ

にこだわらず、法的介入も含めた総合的なアプロ

ーチを視野に入れながら介入していくことが求め

られる。

③関係機関側の要因

虐待という事象を見る際、われわれはそれを被

害者である被虐待者の立場で見てしまいがちとな

る。被虐待者の保護や支援にはそのような視点は

なくてはならないものだが、虐待の防止には加害

者である虐待者への支援や援助も欠かせない。

虐待者は介護に没頭して知らず知らずのうちに

ストレスを溜めていることもあり、そのような場

合に少し息抜きをすることが意外と事態の改善に

つながったりするものである。また、社会的なサ

ービスを活用するなどし、虐待者自身に時間的も

しくは心理的な余裕を持つことで、狭まっている

視野を少しでも広げることが思わぬ事態の打開に

結び付くことも多い。そのためにも、虐待者をサ

ポートする支援者の存在が必要である。その支援

者に支えられながら、虐待者は自分なりの生き甲

斐を見つけたり、目先を変えることによって、虐

待を消失させていく。

支援者は虐待者の家族の中にいることが望まし

く、キーパーソンの存在の有無を早い段階で確認

しておきたい。また、家族や親族の中に支援者が

いない場合には、主治医や地域での人間関係の中

にそのような存在の人がいないか、これまで関わ

ってきた関係機関や専門職の中に援助者として適

任の人がいないかを探すことになる。

虐待者にとってはそのような存在がいること

で、いつでも救助のサインを出せる安心感が生ま

れる。事例においては、虐待者の姉が毅然とした

態度で虐待者に対応し、その熱心な関わりが事態

を改善の方向に向かわせたものがあった（事例

16）。また、家庭内のキーパーソン以外にもこの

家族を支援できるケアマネージャーや民生委員、

介護職員、主治医等の存在を発見し、機能的な役

割を取った事例（事例２、事例３、事例７、事例

８、事例９、事例18）も多かった。

ところで、上記のような支援者があったとして

も、その支援者が単独ですべての問題を解決する

ことは至難の業である。何よりも地域や関係機関

がネットワークを構築し、その中での情報の共有

化や対応のあり方を検討していくことが必要であ

る。具体的には、民生委員やケアマネージャー、

ヘルパーをはじめとする地域や近隣の見守りや協

力を求めたり、緊急通報システムを構築し、地域

福祉権利擁護事業の活用や社会福祉協議会の動き

の活性化を図っていくことになる。事例において

は、虐待者と被虐待者を分離させた後、被虐待者

からの連絡の窓口を一本化することで関係機関が

連携を図り、ネットワークのあり方を工夫したも

のがあった（事例６）。このようなネットワーク

花園大学社会福祉学部研究紀要　第１７号　２００９年３月

－47－



の構築が円滑にいくと、情報の共有がスムーズに

行われ、それぞれの機関の役割に応じた適切な動

きが取れるようになる。別の事例では、デイケア

のスタッフや保護観察所、専門医などと連携した

り（事例２、事例10、事例16）、社会福祉協議会

が当事者とは少し距離を置きながらサービス利用

へのアドバイスをしたり（事例７）、民生委員や

地域住民が見守り役となったりし、虐待の深刻化

を低下させていた。

最後に、虐待の深刻化を低下させるためには適

切なアセスメントが関係機関側になくてはならな

い。しかも、１回限りのアセスメントだけでなく、

状況に応じた複数回のアセスメントをすることが

大切である。このような虐待へのアセスメントを

実施することによって、タイムリーな関わりや早

期の虐待の発見や介入につながる。

複数回のアセスメントが要求される理由は、当

事者の状況やさまざまな要因によって虐待が深刻

化したり改善に向かったりしやすいためであり、

特に高齢者の場合は認知症などの病状が急に進ん

だりと事態の変化が激しいためである。１回限り

のアセスメントを行い虐待のリスクが少ないと安

心していると、事態の変化に対応できず、危険な

落とし穴となることもある。長期的な展望に立っ

た関わりを行う上では、どのような状態になれば、

どの程度の介入が必要になってくるかを初期の段

階である程度の見通しを持っていなければならな

い。

５　まとめと今後の課題

高齢者虐待に関する研究は、他の虐待研究に比

べて出遅れており、虐待件数などの統計も2007年

12月にようやく厚生労働省から発表されたのが公

的機関が正式に出した初めての全国統計である。

そのこと一つ取りあげても、高齢者虐待の研究は

まだスタート地点に立ったところと考えてもよ

い。

ところで、これまでの高齢者虐待の研究を概観

すると、事例研究もなかったわけではないが、調

査などの量的研究が中心であった。本研究では

「事例のメタ分析」という質的研究法を用いて、

虐待の深刻化について考察した。その意味では、

本研究ではこれまでの量的研究では数量化しにく

い部分や心理的な領域について接近を図ることが

できたと言えるかもしれない。

事例のメタ分析によってカテゴリー化された要

因を分析した結果、高齢者虐待が深刻化する要因

は「虐待者および家族関係」、「虐待者と被虐待者

との人間関係」、「被虐待者」、「関係機関」の４領

域にそれぞれ特徴が見られた。これらの結果は、

従前の高齢者虐待の既存研究を裏付けるものにも

なったと言えるし、これまであまり指摘されてい

なかった新たな視点にも気付かされた。特に、虐

待を深刻化させないためには虐待者や被虐待者が

どのようになることが求められるのか、彼らを援

助する関係機関や専門職はどのようなことに留意

すべきかについても言及できたことは、本研究の

大きな成果であったと言える。

また、虐待が深刻化する要因を抽出することに

なったが、それらは虐待のリスク・アセスメント

の指標にも有用であると考えられる。つまり、こ

れらの要因一つ一つが、虐待の深刻化の基準にな

り、それに該当する箇所が多いほど、深刻化の程

度が重くなると仮説的に考えることもできる。た

だ、これらのカテゴリーをリスク・アセスメント

の指標にするためには、虐待の深刻化の尺度、カ

テゴリーの数量化、カテゴリー間の相関などを図

る必要があり、それらは今後の課題としていきた

い。

本研究を振り返っての反省点としては、対象と

した事例が20ケースとやや少なかったこと、虐待

者が養護者である事例に限定したが、高齢者虐待

は養介護施設従事者の場合もあることから、高齢

者虐待全体を網羅した研究とは言いにくい。今後

は対象を広げていくことも検討されなければなら

ない。

最後に、この研究を通じて感じたことは、高齢

者虐待に対応している関係機関や専門職は、虐待

者や被虐待者に援助の手を差し伸べようと四苦八

苦している。しかし、まだまだ介入の技法やネッ

トワークが不十分であるために、事態の深刻化を

招いてしまう。そのような現場の生の声が個々の

事例から聞こえてくるかのように感じて分析を進

高齢者虐待が深刻化する要因についての研究
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めていった。本研究の成果が少しでも事態の改善

や防止に結び付けられればと期待する。

注釈
注）石川幹人のメタ分析に関する説明

http://www.kisc.meiji.ac.jp/^metapsi/psi2-9.htm (2005

年６月）を引用した。
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